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今までのエステ保険では免責に該当する「光脱毛」「ピーリング」も日本エステティック学

会会員ならこの２施術を保険対応できるようになります。転ばぬ先の杖をしっかり持って

日頃から安心して施術に邁進できます。専任弁護士・ドクターも対応可能です。 

適切な初期対応とエステ専用保険があれば万が一の時にも先生のご対応負担が大きく軽減

できます。詳しい条件等は学会事務局までお問合せください。（担当 マスモト）   

※加入には別途指定条件（学会員・認定有資格者等）があります。 

 

 

 

 
薬事改正施行を機に関連業界に警鐘を鳴らした。法を順守していても消費者への健康

被害には適切に対処するということを明確にした形だ。エステ業界には所轄官庁は存

在しないのですべての健康被害は関連法での摘発、処罰だ。光系脱毛やピーリングな

どの違法だがグレーな施術は被害届が提出され初めて処罰対象であったが薬事を厳正

に適用すればこのようなグレーな施術は直接摘発されることもあり得る。 

薬事の直接介入、立入検査が実施されればサロンは即営業停止も。十分注意しよう！ 広告表現には充分注意を！！ 

 

 

もしもの時に保険があれば・・ 

 

 

 

  
「医師による美容医療行為にも特商法が来年から適用に！医師提携サロンは要注意」 

「美容クリニック」はもちろん「医師の名義貸し」や「提携美容エステクリニック」 

すべてが適用になります。近年の美容クリニックのエステ美容進出に伴い消費者トラ

ブルが続発！特商法適用外だった事もあり「消費者保護」の観点から「医師会の承諾

を得て」適法化にこぎつけた。これで医師との提携があるから安心安全とは言えなく

なる時代に突入した形だ。「消費者保護」が何よりも優先することが名実ともに実行に

移された。美容クリニックも特商法に則った契約手続きが義務付けられる。 


